
新座市中間検査実施基準

（平成２３年３月２４日市長決裁）

（趣旨）

第１条 この基準は、本市の発注する建設工事（以下「工事」という。）の品質

の確保及び向上を図るため、中間検査の実施に関し必要な事項を定めるものと

する。

（検査の対象）

第２条 中間検査の対象は、原則として１件の当初請負代金額が５００万円以上

の工事及び特記仕様書で中間検査の実施を明示した工事とする。ただし、管財

契約課長は、単純な外形寸法の確認等、適否の判断が容易に行うことができる

工事及び中間検査の実施が困難となる工事については、工事を主管する所属の

所属長（以下「主管課長」という。）と協議の上、中間検査を省略することが

できる。

（実施方法）

第３条 中間検査は、原則として完成検査の時期及び当該工事の主要工種を考慮

し、施工上の重要な変化点で実施される段階確認の実施時期等に行うものとす

る。

２ 管財契約課長は、新座市建設工事検査要綱（平成２３年新座市告示第９０号。

以下「検査要綱」という。）第４条に規定する工事概要通知書の提出があった

ときは、速やかに主管課長と協議の上、中間検査の実施の有無及び当該工事の

重要度に応じて中間検査の実施の回数等を決定し、主管課長に通知するものと

する。

３ 総括監督員又は担当監督員は、あらかじめ受注者から提出された施工計画書

等により工事検査員と協議の上、中間検査の実施時期等を決定し、これを受注

者に通知するものとする。

（検査の結果等）

第４条 工事検査員は、中間検査の結果を検査要綱第８条第３項の規定により報

告するとともに、新座市建設工事成績評定要綱（平成２３年新座市告示第９１

号）第５条第１項に規定する工事検査員が行う評定に反映するものとする。

２ 中間検査において確認した出来形部分については、完成検査及び既済部分検

査における確認を省略することができる。ただし、中間検査実施後の現場状況

の変化、受注者の管理状況等から再確認が必要と認めるときは、この限りでな

い。

（委任）



第５条 この基準に定めるもののほか、中間検査の実施に関し必要な事項は、財

政部長が別に定める。

附 則

この基準は、平成２３年４月１日から実施し、同日以後に当初の請負契約を締

結した工事の中間検査から適用する。

附 則（平成２５年７月３０日市長決裁）

この基準は、平成２５年８月１日から実施し、同日以後に当初の請負契約を締

結した工事の中間検査から適用する。

附 則（平成２９年６月１９日市長決裁）

この基準は、平成２９年７月１日から実施し、同日以後に当初の請負契約を締

結した工事の中間検査から適用する。

附 則（平成３１年３月２９日市長決裁）

この基準は、平成３１年４月１日から実施する。


